
 

（別紙） 

見附市斎場残骨灰取扱い手順書 

 

 斎場に保管する残骨灰を「墓地、埋葬等に関する法律」に鑑み、適正に処理し

最終埋葬地に運搬、埋骨、供養するものとし、実施に当たっては、次の事項を遵

守すること。 

（１）残骨灰の処理は、遺族及び市民感情並びに環境に配慮し、適正な処理を行

うこと。 

（２）残骨灰の取扱いは、丁寧に行い不敬にわたることのないようにすること。 

（３）残骨灰の処理は、残骨灰の保管状況により随時行うこと。 

（４）火葬業務に支障を期すことがないようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


